
る
程
度
一

定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の

に

対
し
て
、

戸
数
割
は
ま
ず
県
下
全
体
の

徴
収
額
を
一

方
的
に

定
め
た
う
え
で

区
町
村
に

賦
課
す
る
の

で

あ

っ

た
か
ら
、

県
と
し
て
は
そ
れ
で

よ
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

こ

の

よ
う
な
賦
課
法
の

た
め
に
、

財
政
規
模
が
大
き
く
な
る
と
安
易
に

戸
数
割

を
増
加
さ
せ
て

財
源
を
確
保
す
る
こ

と
に

も
な
り
、

零
細
民
か
ら
も
一

率
に

徴
収
す
る
こ

と
を
原
則
と
す
る
関
係
上
、

彼
等
の

負
担
過
重
に

な
り
や

す
い

性
格
を
も
っ

て
い

た
。

と
も
あ
れ
、

こ

う
し
た
賦
課
法
に

よ
っ

て
こ

の

年
度
に

計
上
さ
れ
た
徴
収
額
は
、

地
租
割
が
十
四
万
二

千
八
百
四
十
七
円
余
、

営
業
税
・

雑
種
税

お
よ
び
漁
業
税
・

採
藻
税
が
九
万
八
千
六
百
二

十
四
円
余
、

戸
数
割
が
十
六
万
五
千
六
百
十
円
余
、

計
四
十
万
七
千
八
十
一

円
余
で

あ
っ

た
（
以
上
、

「
第
三
号
議
案
説
明
」、

同
前
四
月
四
〜
六
、

八
〜
十
三
日
付
）。

県
会
の
二

割
削
減

こ

の

予
算
案
に

対
し
県
会
は
、

第
一

号
議
案
第
一

条
警
察
費
の

冒
頭
審
議
か
ら
削
減
案
を
提
出
し
、

以
後
の

予
算
に
つ

い

て

も
ほ
ぼ
こ

と
ご
と
く
削
減
し
よ
う
と
し
て

対
立
し
た
。

三
月
二

十
八
日
、

警
察
費
の

原
案
四
万
三
千
五
百
七
十
六
円
余
に

対
し
て
、

愛
甲
郡
選
出
の

中
丸
稲
八
郎
議
員
よ
り
、

で

き
る
だ
け
民
費
を
減
少

し
た
い

と
の

考
え
の

も
と
に
、

総
体
と
し
て

四
万
円
に
と
ど
め
る
意
見
が
出
さ
れ
た
の

が
き
っ

か
け
で

あ
っ

た
。

し
か
し
こ

れ
は
、

費
目
の

細
部
と

原
案
の

組
み
立
て
に
つ

い

て
立
ち
入
っ

た
検
討
を
し
て

の

結
果
で

は
な
か
っ

た
。

県
側
は
、

「
原
案
を
草
す
る
に

当
り
て

細
か

に

計
算
し
昨
年
度
よ

り
幾
分
か
を
減
少
し
て

原
案
を
組
立
た
る
に

此
上
ま
た
減
少
を
加
ふ
れ
ば
警
察
署
の

立
ち
難
き
は
勿
論
の

こ

と
な
り
然
る
に

突
然
と
雲
を
捉
む
が
如

き
減
少
説
を
発
す
る
は
甚
だ
そ
の

意
を
得
難
し
」
と
反
論
し
て
い

る
。

高
座
郡
選
出
の

菊
地
小
兵
衛
議
員
は
こ

の

県
官
の

言
い

分
に

賛
意
を
表
し
、

「
若
し
費
額
を
減
省
せ
ん
と
す
る

時
は

其
細
目
中
に

就
て

何
々

は
無
益
な
り
何
々

は
過
当
な
り
と
所
見
を
た
て
て

仕
舞
計
算
を
な
し
然
る
上
に
て

減

少
致
し
た
し
」
と
建
言
す
る
。

議
事
の

方
法
に

未
熟
さ
が
あ
る
の

は
や
む
を
え
な
い

こ

と
で

あ
り
、

そ
れ
だ
け
に

住
民
の

利
益
を
代
表
し
よ
う
と
す

る
議
員
の

姿
勢
と
為
政
者
と
し
て

臨
む
県
官
の

そ
れ
と
が
、

ま
っ

す
ぐ
に
ぶ
つ

か
っ

た
の

で

あ
る
。
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警
察
費
は
、

そ
の

第
二
項
の

給
与
を
二

千
百
二

十
九
円
を
削
減
し
、

他

の

三
項
は
原
案
通
り
の

可
決
と
な
っ

た
が
、

中
丸
議
員
に

よ
っ

て

提
案
さ

れ
た
削
減
の

勢
い

は
そ
の

後
も
や
む
こ

と
が
な
か
っ

た
。

い

ま
、

第
一

号

議
案
、

第
二

号
議
案
に
つ

い

て

県
側
の

原
案
と
県
会
の

査
定
額
と
を
比
較

一

覧
す
れ
ば
、

第
四
表
の

よ

う
に

な
る
。

お
よ
そ
二

割
の

削
減
で

あ
っ

た
。

こ

の

う
ち
大
き
な
削
減
を
加
え
た
費
目
に
つ

い

て
二
、

三
を
み
て

み
よ

う
。

県
立
学
校
及
び
小
学
校
補
助
費
は
三
一

㌫
余
の

削
減
で

あ
っ

た
が
、

横
浜
に

あ
る
中
学
校
の

費
用
を
全
面
削
除
し
、

中
学
区
の

協
議
費
で

支
弁

す
べ

き
も
の

と
し
た
の

が
大
き
か
っ

た
。

こ

れ
は
西
多
摩
郡
の

田
村
半
十

郎
議
員
の

発
議
に

基
づ
く
も
の

で
、

横
浜
中
学
校
に
は
現
在
、

横
浜
の

中

学
区
の

生
徒
の

ほ
か
、

多
摩
地
方
か
ら
一

人
、

津
久
井
か
ら
一

人
が
入
校

し
て
い

る
が
、

学
区
外
生
徒
は
退
校
さ
せ
て

も
か
ま
わ
な
い

と
い

う
強
硬

な
趣
旨
で

あ
る
。

こ

の

意
見
は
圧
倒
的
多
数
の

支
持
を
受
け
た
。

一

方
、

小
学
校
補
助
金
三
千
六
百
五
十
円
に

つ

い

て

も
、

木
村
利
右
衛
門
議
員

（
横
浜
区
）
か
ら
、

削
除
し
て

協
議
費
に

移
す
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、

否
決

さ
れ
て
い

る
（
な
お
、

こ

の

審
議
に

は
後
述
す
る
郡
部
・

区
部
の

対
立
が
背
景
に

第4表　1879年度歳出予算額

備考1　以上の外に号外議案として追加された「予備金」がある，これは6,578円余で，原案
通り可決されている

2　本表は「神奈川県会議事傍聴筆記」（『横浜毎日新聞』所載），『神奈川県会史』，『神
奈川県会々会日記』第二号（内野家文書）から作成
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あ
っ

た

）。
郡
区
庁
舎
建
築
修
繕
費
は

実
に

七
五
㌫
余
の

削
減
と
な
っ

た
。

そ

れ
は

菊
地
小
兵
衛
議
員
の

発
議
に

よ

り
、

五
か
所
の

郡
区
役
所
新
築
費
を
「
民
力
の

堪
へ

ざ
る
こ

と

」
を
理
由
に
全
面
削
除
し
た
か
ら
で

あ
っ

た
。

勧
業
費

は
少
な
い

が
、

こ

れ
も
四
〇
㌫
近
く
の

削
減
を
う
け
て
い

る
。

そ
の

な
か
で

最
も
問
題
に

な
っ

た
の

は
五
千
六
百
八
十

四
円
の

勧
農
費
で
、

原
案
支
持
説
や
、

増
額
し
て

試
験
場
を
県
内
八
か
所
に

設
置
す
べ

き
だ
、

あ
る
い

は
生
糸
製
造
所

を
設
け
た
い

等
の

説
も
あ
っ

た
が
、

木
村
利
右
衛
門
議
員
の

三
千
円
に

減
額
す
る
案
が
可
決
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

木
村

議
員
の

案
は
、

試
験
場
を
多
く
設
け
て

も
名
の

み
で

実
効
に

乏
し
い

か
ら
、

今
年
度
は
農
事
改
良
は
農
民
に

委
託
し
て

新
設
は
や
め
た
ほ
う
が
よ
い

と
い

う
説
で
、

か
つ

既
設
の

相
沢
試
験
場
は
横
浜
に

近
接
し
て

農
地
も
少
な
く
不
適
当
だ

か
ら
、

八
王
子
等
の

適
地
に

移
す
べ

き
だ
と
も
主
張
し
て
い

る
。

勧
農
費
を
減
じ
た
た
め
、

勧
工
費
千
百
一

円
も
七
百

円
に

減
額
さ
れ
た
。

戸
長
以
下
給
料
及
び
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
は
、

戸
長
が
準
官
吏
の

性
格
を
帯
び
る
と
同
時
に
、

町

村
の

自
治
機
関
的
性
格
を
半
ば
有
す
る
た
め
、

町
村
協
議
費
と
の

境
界
を
ど
こ

に

引
く
か
が
問
題
と
な
る
。

町
村
協
議
費
に

全
面
移
管
せ
よ
と
い

う

説
も
あ
っ

た
が
、

県
会
は
原
案
を
了
承
し
、

そ
の

う
え
で

削
減
の

方
向
を
と
っ

た
。

こ

の

費
目
の

う
ち
第
一

項
戸
長
以
下
給
料
に
つ

い

て
は
、

原
案

に

対
し
て
、

田
村
半
十
郎
ら
の

議
員
か
ら
第
五
表
の

内
容
を
も
つ

「
戸
長
月
給
々

与
法
」
が
出
さ
れ
、

採
択
さ
れ
た
。

こ

れ
に
よ
り
戸
籍
人
口

を
精

査
す
る
委
員
が
選
出
さ
れ
、

そ
れ
に

基
づ
き
原
案
を
三
千
七
十
七
円
減
じ
て

六
万
四
千
二

百
五
十
八
円
と
し
た
。

第
二
項
旅
費
は
原
案
通
り
で

あ
っ

た
が
、

第
三
項
需
用
費
（
役
場
経
費
）
は
、

原
案
三
万
八
百
十
一

円
を
二
万
二

千
円
に

大
削
減
し
た
。

第
二

号
議
案
に
つ

い

て

み
よ
う
。

土
木
関
係
の

町
村
協
議
費
と
区
分
し
地
方
税
支
出
の

方
法
を
定
め
る
箇
条
に
つ

い

て

は
、

ほ
ぼ
原
案
通
り
可
決

さ
れ
て
い

る
。

た
だ
、

道
路
橋
梁
費
に
つ

い

て

は
多
く
の

修
正
案
が

出
さ
れ
た
。

審
議
は
最
終
的
に
、

福
井
直
吉
議
員
（
大
住
郡
）
の

地
方
税
支
出

は
三
国
道
と
横
浜
区
内
の

県
道
に

限
る
と
い

う
説
と
原
案
維
持
説
に

分
か
れ
た
が
、

採
択
の

結
果
は
議
員
同
数
と
な
り
、

代
理
議
長
を
つ

と
め
て
い

第5表　戸長月給給与法
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た
中
丸
稲
八
郎
副
議
長
の
一

票
で

原
案
に

決
ま
っ

た
。

し
か
し
、

こ

の

年
度
に

支
出
す
べ

き
予
算
案
に
つ

い

て

は
大
幅
な
減
額
が
な
さ
れ
た
。

定
式

修
繕
費
は
原
案
の

三
分
の

二

説
が
採
択
さ
れ
、

甲
州
街
道
の

修
造
費
は
一

万
円
の

削
減
、

横
浜
区
内
八
か
所
の

橋
梁
架
設
費
は
二

分
の
一

に

減
額
さ

れ
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て

歳
出
予
算
の

審
議
が

終
了
し
た
。

総
額
お
よ
そ
二
割
の

削
減
と
な
っ

た
が
、

も
っ

ぱ
ら
「
民
費
に

堪
へ

ざ
る
こ

と

」
を
名
と
し
て
、

可

能
な
か
ぎ
り
減
額
し
た
結
果
で

あ
っ

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

議
員
側
に

は
為
政
者
意
識
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

こ

れ
は
、

県
会
全
体
と
し
て

は
一

八

八
一

（
明
治
十
四

）
年
に

常
置
委
員
会
が
発
足
す
る
ま
で

変
わ
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
。

県
政
上
の

知
識
情
報
に

疎
い

こ

と

も
理
由
の
一

つ

で

あ
ろ
う

が
、

基
本
的
に
は
、

民
力
休
養
と
い

う
住
民
側
の

要
求
を
実
現
し
た
も
の

と
評
価
で

き
よ
う
。

『
横
浜
毎
日
新
聞
』
は
、

こ

の

よ
う
な
県
会
に

対
し
、

「
議
員
各
位
ノ

動
議
専
ラ
入
費
減
省
ノ
一

方
ニ

在
ル

モ

ノ
、

如
シ

」
と
述
べ
、

細
目
に

わ

た
っ

て

精
査
せ
ず
、

単
に

二

割
を
目
標
に

削
減
し
よ
う
と
す
る
の

は
「
向
フ

見
ズ
ノ

目
暗
勘
定
」
と
批
判
し
こ

の

よ
う
な
こ

と
を
く
り
か
え
し
て
い

た
ら
、

県
側
は
二
、

三
割
の

掛
値
を
つ

け
て

提
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
反
省
を
促
し
て
い

る
（
四
月
八
日
付
社
説
「
神
奈
川
県
会
（
第
三
稿

）」）。

横
浜
歩
合
金
問
題

と
郡
区
の
対
立

つ

ぎ
に

歳
入
予
算
に

移
ろ
う
。

歳
出
予
算
が
以
上
の

ご
と
く
減
額
と
な
っ

た
以
上
、

歳
入
予
算
案
も
修
正
せ

ざ
る

を
え

な

い
。

県
会
は
第
三
号
議
案
に

お
い

て
、

地
租
割
、

営
業
税
・

雑
種
税
、

漁
業
税
・

採
藻
税
を
原
案
通
り
と
し
、

零
細
な
住
民

に

も
等
し
く
負
担
の

か
か
る
戸
数
割
を
七
万
一

千
五
百
八
十
二

円
余
減
じ
た
。

こ

れ
も
民
意
を
反
映
し
た
も
の

と
い

え
よ
う
。

し
か
し
、

こ

の

審
議
の

過
程
で

郡
区
間
の

対
立
が
表
面
化
し
た
。

横
浜
区
に

は
開
港
場
が
あ
り
人
民
輻
輳
の

地
で

あ
る
た
め
、

警
察
費
や
道
路
橋

梁
費
な
ど
は
郡
部
に

比
し
て

多
大
な
支
出
と
な
っ

て
い

た
。

西
多
摩
郡
の

指
田
茂
十
郎
議
員
所
蔵
「
十
二

年
度
予
算
郡
区
割
合
表
」（『
神
奈
川
県
会

史

』
第
一

巻
三
三
九
ペ

ー
ジ

）
に
よ
る
と
、

予
備
費
を
含
め
た

総
歳
出
の

う
ち
、

郡
部
に
支
出
さ
れ
る
も
の

は
二
十
七
万
一

千
三
百
三
十
一

円
余
、

区

部
に

支
出
さ
れ
る
も
の

は
六
万
四
千
百
六
十
九
円
余
で
、

他
方
、

歳
入
中
、

郡
部
か
ら
の

も
の

は
二

十
九
万
九
千
三
百
七
十
七
円
余
、

区
部
か
ら
の
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も
の

は
三
万
六
千
百
二
十
三
円
余
で

あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

郡
部
か
ら
み
れ
ば
、

二
万
八
千
四
十
六
円
余
だ
け
区
部
の

た
め
に

余
計
な
出
費
を
し
て

い

る
こ

と
に

な
る
。

こ

う
し
た
認
識
に
立
っ

て
、

同
じ
西
多
摩
郡
の

田
村
半
十
郎
議
員
は
、

横
浜
区
に

特
別
課
税
を
設
け
る
提
案
を
お
こ

な
っ

た
の

で

あ
る
。

そ
の

提
案
は
、

横
浜
区
の

売
込
引
取
商
（
貿
易
商
）
に

か

か

る

営
業
税
徴
収
額
が
原
案
に

十
五
円
と
あ
る
の

を
、

商
い

高
の

千
分
の
一

・

五
に

変

更
し
て

徴
収
す
る
と
い

う
案
で

あ
っ

た
。

こ

れ
ま
で

横
浜
区
に

は
歩
合
金
と
称
し
、

第
一

営
業
税
民
費
と
し
て

売
込
引
取
商
か
ら
商
い

高
の

千
分
の

三
を
徴
収
す
る
慣
例
が
あ
り
、

こ

の

半
分
を
地
方
税
に

組
み
入
れ
よ
う
と
い

う
の

で

あ
る
。

そ
し
て

五
月
九
日
、

県
会
は
、

こ

れ
を
伊
藤
博
文
内
務

卿
に

建
議
す
る
こ

と
を
採
択
し
た
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ
に

対
し
、

県
会
内
で

も
反
対
し
た
木
村
利
右
衛
門
議
員
は
、

売
込
引
取
商
の

総
代
人
と
し
て
、

他
の

二

十
五
名
と
と
も
に
、

六
月
十
六
日
、

右
建
議
を
採
用
し
な
い

よ
う
に
と
の

建
言
書
を
内
務
卿
に

提
出
し
た
（『
神
奈
川
県
会
史

』）。
そ

れ
に

よ
れ
ば
、

歩
合
金
は
「
元
来
横
浜
市
民
の

協
約

議
束
よ
り
成
立
つ

所
の

積
立
金
」
で

あ
り
、

税
金
で

は
な
い

と
い

う
。

ま
た
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
も
強
く
反
対
し
た
。

五
月
十
一

、

十
三
日
付
社
説

「
神
奈
川
県
会
（
第
五
稿
）」
は
、

歩
合
金
の

成
立
事
情
を
述
べ

た
の

ち
、

区
民
の

負
担
が
増
し
て

不
公
平
と
な
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、

輸
入
物
品
は
関

税
以
外
に

課
税
さ
れ
る
こ

と
が
な
い

と
し
た
外
国
と
の

条
約
に

反
す
る
こ

と
に

な
る
な
ど
と
批
判
し
て
い

る
。

県
会
は
こ

の

ほ
か
に

も
洋
銀
取
引
所
を
と
り
上
げ
、

同
所
か
ら
は
す
で

に

純
益
金
の

十
分
の
一

が
国
税
と
し
徴
収
さ
れ
て
い

る
が
、

そ
れ
に

加
え

て
、

国
税
を
引
い

た
残
り
の

益
金
の

五
十
分
の
一

を
地
方
税
と
し
て

徴
収
さ
せ
て

ほ
し
い

旨
建
議
し
て

い

る
（『
横
浜
毎
日
新
聞
』
五
月
二

十
三
日
付
）。

こ

れ
ら
の

建
議
は
い

ず
れ
も
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
が
、

税
負
担
の

あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
横
浜
区
へ

の

県
会
の

態
度
に

は
、

郡
部
議
員
が
圧
倒
的
に

優

勢
な
県
会
構
成
だ
け
に
、

強
硬
な
も
の

が
あ
っ

た
。

そ
し
て
、

こ

の

郡
区
対
立
を
契
機
に
、

県
会
は
郡
部
と
区
部
の

財
政
を
分
離
す
る
方
向
に

展
開

し
て
い

っ

た
の

で

あ
る
。
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三
　

郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置

地
方
経
済
郡
区
分

離
条
例
の

成
立

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
六
月
八
日
、

政
府
の

地
方
官
会
議
開
催
等
の

都
合
で

規
則
よ

り
三

か
月
遅
れ
て
、

第
二

回
通
常

県
会
が
開
か
れ
た
（
以
下
「
議
事
傍
聴
筆
記
」
が
見
れ
な
い

の

で
、

本
項
の

第
二

通
常
会
関
係
の

資
料
は
『
神
奈
川
県
会
史
』
第
一

巻
四

一

九
ペ

ー
ジ

以
下
所
載
の

も
の

に
よ
る

）。
県
会
は
議
事
に

先
立
ち
正
副
議
長
の

選
挙
を
お
こ

な
い
、

議
長
に
は
高
座
郡
の

今
福
元
頴
、

副
議
長
に

は
横

浜
区
の

早
矢
仕
有
的
を
選
出
し
た
。

な
お
、

第
一

回
県
会
の

正
副
議
長
で

あ
っ

た
石
坂
昌
孝
・

小
西
正
蔭
・

中
丸
稲
八
郎
は
す
で

に

退
職
し
て
い

た

（
途
中
か
ら
小
西
が
議
長
に
、

中
丸
が
副
議
長
の

職
に

あ
っ

た
）。

県
令
は
こ

の

議
会
に
、

第
一

号
議
案
と
し
て
、

「
地
方
経
済
郡
区
分
離
条
例
」
を
提
出
し
た
。

「
郡
区
経
済
ヲ

分
離
シ

郡
ノ

経
費
ハ

郡
ヨ

リ
徴
収
ス

ル

地
方
税
ヲ

以
テ
之
ヲ

支
弁
シ

区
ノ

経
費
ハ

区
ヨ

リ
徴
収
ス

ル

地
方
税
ヲ

以
テ
之
ヲ

支
弁
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

」（
第
一

条
）
と
い

う
の

が
そ
の

主
旨
で

あ

る
。

県
会
審
議
に

先
立
っ

て

お
こ

な
っ

た
冒
頭
演
説
で
、

県
令
野
村
靖
は
そ
の

趣
旨
を
、

「
昨
年
経
験
上
ニ

於
テ
郡
区
ノ

経
済
ハ

実
ニ

不
平
均
ヲ

生

シ

殊
ニ

郡
区
ノ

間
ハ

諸
事
趣
ヲ

異
ニ

ス

ル

モ

ノ

ナ
レ

ハ

其
経
済
ハ

別
ニ

ス

ル

ヲ

至
当
ナ
リ
ト

考
フ

ル

カ
故
ニ

斯
ク

此
議
案
ヲ

編
製
セ

シ

モ

ノ

ナ
リ

」

と
述
べ

て

お
り
、

こ

れ
が
第
一

回
県
会
に
お
け
る
郡
区
対
立
の

解
消
策
と
し
て

提
出
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

同
条
例
案
に

よ
れ
ば
、

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
・

郡
区
庁
舎
建
築
修
繕
費
・

郡
区
吏
員
給
料
旅
費
及
び
庁
中
諸
費
・

戸
長
以
下
給
料
及

び
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
が

郡
と
区
で

分
別
さ
れ
る

費
目
で

あ
っ

た
。

他
の

費
目
は

す
べ

て

郡
区
合
一

（
郡
区
連
帯
と
も
い

う
）
と
い

う
こ

と
に

な
る

が
、

た
だ
勧
業
費
の

う
ち
、

勧
農
費
は
郡
、

勧
商
費
は
区
と
分
割
さ
れ
、

勧
工
費
お
よ
び
博
覧
会
費
の

み
が
郡
区
合
一

で

あ
っ

た
。

さ
ら
に

郡
区
合

一

費
目
で

あ
っ

て

も
、

税
の

負
担
割
合
に
つ

い

て
は
分
別
の

規
程
が
あ
り
、

警
察
費
は
、

人
口
一

人
当
た
り
に
つ

い

て

区
部
は
郡
部
の

四
倍
を
負
担

©神奈川県立公文書館



す
る
。

横
浜
十
全
病
院
費
は
従
前
三
か
年
の

郡
区
の

患
者
数
に

比
例
し
て

負
担
す
る
。

そ
の

他
の

県
会

諸
費
・

衛
生
費
等
の

残
る
費
目
は

郡
区
の

人
口

比
に

応
じ
て

負
担
す
る
、

と
な
っ

て
い

た
（
以
上
第
三

条
）。こ

の

条
例
案
は
、

六
月
十
一

日
か
ら
小
会
議
（
質
問
会
）
に

付
さ
れ
た
の

ち
、

七
月
十
二
日
、

本
会

議
に

か
け
ら
れ
た
。

廃
案
説
も
四
名
か
ら

出
さ
れ
た
が
、

大
勢
は
原
案
の

趣
旨
に

賛
成
で

あ
っ

た
。

た
だ
警
察
費
の

負
担
割
合
に
つ

い

て
、

区
部
の
一

人
当
た
り
負
担
率
を
郡
部
の

五
倍
と
修
正
し
た
の

み

で
、

他
は
原
案
通
り
可
決
し
た
の

で

あ
る
。

こ
の

県
会
で
は
経
費
と
負
担
の

分
離
に

と
ど
ま
っ

た
が
、

こ

の

勢
い

は
や
が
て

郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置
に

至
る
の

で

あ
っ

た
。

一

八
八
〇
年
度
歳
出
予

算
に
お
け
る
三
割
削
減

本
会
議
で
は
六
月
二

十
八
日
か
ら
す
で
に

予
算
案
の

審
議
が
始
ま
っ

て
い

た
。

県
令
の

提
出
し

た
予
算
総
額
は
四
十
万
七
百
二

十
六
円
（
但
し
予
備

費
を
含
む

）
で
、

前
年
度
予
算
の

原
案
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で

あ
っ

た
。

も
と

よ

り
こ

れ
は
地
方
税
に
か
か
る
も
の

の

み
で
、

ほ
か
に

約
十
三
万
円
に

達
す
る
国
庫
下
渡
金
（
警
察
費
に
五
万
九
千
円
余
、

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
に
六
万
四
千
円
余
、

師
範
学
校
お
よ
び
小
学
校
補
助
金
五
千
円
余

）
と
病

院
等
か
ら
の

収
入
金
が
あ
っ

た
か
ら
、

実
際
の

県
財
政
規
模
は
五
十
四
万
三
千
五
百
七
十
六
円
余
と
な
る
。

県
会
は
こ

れ
に

対
し
て
、

前
回
同
様
の

激
し
い

削
減
攻
勢
に
で

た
。

た
だ
県
会
諸
費
だ
け
は
、

原
案
千
六
百
六
十
五
円
余
を
六
千
百
九
十
一

円
余
に

大
幅
増
額
し
た
。

こ

れ
は
第
六
号
議
案

と
し
て

別
建
さ
れ
た
「
県
会
議
長
以
下
旅
費
日
当
及
書
記
小
使
給
料
定
則
」
に
お
い

て
、

議
会
開
会
中
の

滞
在
者
の

日
当
を
、

原
案
に

比
し
倍
額
の

一

円
と
し
た
こ

と
な
ど
が
大
き
か
っ

た
。

お
手
盛
り
議
決
の

よ
う
に

も
み
え
る
が
、

議
員
生
活
の

実
情
が
不
明
の

た
め
、

な
ん
と
も
言
い

が
た
い
。

警察部庁舎　 『神奈川県写真帳』から
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こ

の

ほ
か
に

増
額
は
な
く
、

浦
役
場
及
び
難
波
船
諸
費
三
百
六
十
七
円
余
が
原
案
通
り
に

可
決
さ
れ
た
も
の

の
、

そ
れ
以
外
は
す
べ

て

消
滅
か
削
減

と
な
っ

た
。

消
滅
に

な
っ

た
の

は
河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
で
、

原
案
は
五
万
八
千
六
十
円
余
（
こ

の

ほ
か
に

前
出
の

国
庫
下
渡
金
が
あ
る

）
と
あ
っ

た
が
、

県
会
は
こ

の

案
件
自
体
を
消
滅
さ
せ
た
。

一

方
、

減
額
修
正
さ
れ
た
も
の

の

う
ち
で

大
き
い

も
の

を
み
る
と
、

横
浜
十
全
医
院
経
費
に

当
て

ら
れ
る

病
院
費
の

う
ち
、

小
田
原
・

八
王
子
・

横
須
賀
・

藤
沢
の

四
か
所
に

設
置
す
る

予
定
の

支
病
院
関
係
の

費
用
七
千
四
百
二
十
一

円
（
す
べ

て

郡
部
負

担
）
が
全
面
削
除
さ
れ
、

県
立
師
範
学
校
費
及
び
小
学
校
補
助
費
の

う
ち
、

県
立
中
学
校
費
二

千
七
十
六
円
が
前
回
に

ひ
き
つ

づ
き
全
面
削
除
さ
れ

た
の

が
目
立
っ

て
い

る
。

以
上
の

結
果
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
度
予
算
（
地
方
税
関
係
分
）
の

査
定
額
は
、

消
滅
し
た
費
目
も
含
め
れ
ば

実
に

原
案
の

七
一

・

一

㌫
で

約
三
割
の

削
減
と
な
り
、

消
滅
分
を
除
い

て

も
平
均
八
三
・

一

㌫
に

削
減
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

同
歳
出
予
算
に

お
け
る
変
化

こ

の

よ
う
な
歳
出
予
算
に

対
す
る
歳
入
予
算
を
つ

ぎ
に

み
よ
う
。

あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

は
、

地
方
経
済

郡
区
分
離
条
例
に
よ
っ

て
、

歳
出
予
算
審
議
の

さ
い
、

郡
部
負
担
額
と
区
部
負
担
額
は
す
で

に

確
定
さ
れ
て

い

る
こ

と
で

あ

る
。

そ
の

う
え
に
、

つ

ぎ
の

よ
う
な
変
更
が
あ
っ

た
の

で

あ
る
。

第
二

十
号
議
案
「
地
方
税
則
」
の

審
議
で

は
、

ま
ず
、

地
租
割
の

原
案
五
分
の
一

を
、

区
は
五
分
の
一

、

郡
は
七
分
の
一

に

修
正
し
た
。

農
民
負

担
の

軽
減
を
意
図
し
た
も
の

で

あ
っ

た
が
、

区
部
に

は
そ
れ
が
適
用
さ
れ
な
か
っ

た
。

つ

ぎ
に
、

戸
数
割
の

賦
課
法
が
、

昨
年
の

戸
数
と
地
租
金
の

数
の

合
計
値
に

応
じ
て

区
町
村
に

割
り
付
け
る
方
法
を
廃
し
、

必
要
と
さ
れ
る
金
額
を
単
純
に
戸
数
で

除
し
て

割
り
付
け
る
方
法
に

改
め
ら
れ
た
。

但
し
郡
と
区
と
で

は
、

町
村
段
階
で

の

賦
課
法
に

若
干
の

違
い

が
あ
り
、

郡
部
は
単
純
に
戸
数
に

応
じ
て

町
村
に

割
り
付
け
た
う
え
、

町
村
内
で

の

賦
課
法
は
各
町
村
会
に

委
ね
た
の

に

対
し
、

区
部
は
区
内
各
町
に

等
級
を
設
け
、

そ
の

等
級
を
ふ
ま
え
て

各
町
に

割
り
付
け
る
こ

と
と
し
た
。

し
た
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が
っ

て
こ

の

戸
数
割
で
は
、

豊
か
な
村
も
貧
し
い

寒
村
も
、

戸
数
さ
え
同
数
で

あ
れ
ば
同
一

の

負
担
額
と
な

る
。

地
租
割
率
の

減
少
と
い

い
、

こ

れ
と
い

い
、

農
民
の

上
・

中
層
に
と
っ

て
は
減
税
を
意
味
し
た
が
、

寒

村
や
下
層
の

人
び
と
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
賦
課
法
の

変
更
と
新
し
い

郡
区
経
済
の

分
離
の

下
で
、

郡
区
の

負
担
割
合
が
ど
の

よ
う
に

な
っ

た
か
を
み
る
と
、

第
六
表
の

ご
と
く
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、

郡
部
は
前
年
度
に
比
し
て

六
万
一

千
七
百
四
十

八
円
余
の

減
額
と
な
っ

た
の

に

対
し
、

区
は
一

万
一

千
二

百
三
十
八
円
余
の

負
担
増
と
な
っ

た
。

こ

こ

に

明

ら
か
な
よ
う
に
、

郡
区
経
済
の

分
離
は
、

郡
部
に

有
利
に
、

区
部
に

不
利
に

作
用
し
た
の

で

あ
る
。

郡
部
会
・

区

部
会
の
設
置

明
け
て

翌
一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
二

月
、

太
政
官
布
告
第
八
号
を
も
っ

て
、

三
府
神

奈
川
県
区
郡
部
会
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、

東
京
府
会
に
お
い

て

の

み
認
め
ら
れ

て

き
た
郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置
を
京
都
府
・

大
阪
府
・

神
奈
川
県
に

も
拡
大
適
用
す
る
も
の

で
、

そ
の

第

一

条
に
は
、

「
三
府
神
奈
川
県
ニ

於
テ
ハ

府
県
会
ヲ

分
テ
区
部
会
郡
部
会
ト

ナ

シ

区
部
郡
部
ニ

分
別
シ

タ
ル

事
件
ヲ

議
定
セ

シ

ム

」
と
あ
る
。

何
を
分
別
す
る
か
は

各
府
県
会
の

決
定
す
る
と
こ

ろ
で

あ
っ

た
が
（
第
二

条
）、

区
部
選
出
の

議
員
定
数
を
増
員
し
て
よ
い

こ

と
も
規
定
さ
れ
て
い

た
（
第
三
条
）。

神
奈
川
県
令
野
村

靖
は
、

内
務
卿
の

許
可
を
得
て
、

翌
三
月
十
七
日
、

横
浜
区
の

定
数
を
二

十
名
以
下
と
す
る
こ

と
、

当
面
十

五
名
と

定
め
る
こ

と
（
十
名
の

増
員
）
を

布
達
し
た
（
県
達
第
四
十
二
、

三
号
）。
こ

れ
に

よ
り
議
員
の

総
定
数

は
五
十
七
名
と
な
っ

た
の

で

あ
る
（
な
お
、

こ

の

年
八
月
、

北
多
摩
郡
選
出
議
員
を
さ
ら
に
一

名
増
加
し
て

い

る

）。

ま
た
、

右
の

規
則
に

先
立
つ
一

八
八
〇
年
十
二

月
、

府
県
会
規
則
が
追
加
改
正
さ
れ
、

一

八
八
一

年
三
月

第6表　1880年度歳入予算額（郡区別）
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の

通
常
会
よ
り
、

常
置
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

そ
れ
に

よ
れ
ば
、

常
置
委
員
と
は
、

議
員
の

中
か
ら
五
〜
七
人
選
出
さ
れ
、

県
会
の

議
定
に
よ
り
地
方
税
で

支
弁
す
る
事
業
の

執
行
方
法
・

順
序
に
つ

い

て

県
令
の

諮
問
に

応
じ
、

「
臨
時
急
施
」
を

要
す
る
場
合
は
県
会
に

替

わ
っ

て

地
方
税
支
弁
の

経
費
を
議
決
し
、

さ
ら
に
、

県
令
が
県
会
に

提
出
す
る
議
案
に
つ

い

て

前
も
っ

て

協
議
し
、

そ
の

意
見
を
県
会
に
報
告
す
る
、

と
い

う
職
務
内
容
を
も
つ
。

県
令
の

諮
問
機
関
と
し
て
、

ま
た
県
会
の

副
議
決
機
関
と
し
て
、

常
置
委
員
会
は
年
中
、

か
な
り
頻
繁
に

開
催
さ
れ
る

こ

と
に

な
る
。

た
だ
、

常
置
委
員
会
の

議
長
は
県
令
で

あ
り
、

そ
の

会
議
所
も
県
庁
舎
内
に

置
か
れ
た
こ

と
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ

の

設
置
は
、

県
令
に

対
す
る
県
会
の

権
限
を
強
め
る
の

で

は
な
く
、

両
者
の

関
係
を
円
滑
な
ら
し
め
る
こ

と
に
そ
の

ね
ら
い

が
あ
っ

た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

神

奈
川
県
で
は
、

こ

の

た
び
の

郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置
に

さ
い

し
て
、

政
府
の

「
郡
区
経
済
ヲ

異
ス

ル

府
県
ニ

在
リ
テ
ハ

定
員
内
ニ

於
テ
其
郡
区
選

出
ノ

人
員
ヲ

定
ム

ル

コ

ト
ヲ

得
」（
一

八
八
〇
年
十
二

月
、

内
務
省
達
「
府
県
会
規
則
追
加
ニ

付
心
得
達
」）
に

基
づ
き
、

郡
部
よ
り
七
人
、

区
部
よ
り
五
人

が
常
置
委
員
に

選
出
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

う
し
た
県
会
組
織
の

変
更
の

た
め
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
六
月
七
日
よ
り
、

臨
時
県
会
（
第
四
回

）
が
開
か

れ
た
。

そ
し
て

同
日
、

直
ち

に

郡
部
会
・

区
部
会
が
開
か
れ
、

役
員
選
出
に

当
た
っ

た
。

郡
部
会
は
議
長
に

谷
合
弥
七
（
南
多
摩
郡

）、
副
議
長
に

福
井
直
吉
（
大
住
郡
）
を
選
出
、

さ
ら
に

常
置
委
員
に
、

右
二
名
の

ほ
か
、

古
谷
正
橘
（
三
浦
郡
）・
吉
野
泰
三（
北
多
摩
郡
）・
山
本
作
左
衛
門（
高
座
郡
）・
田
村
半
十
郎
（
西
多
摩
郡
）・

中
川
良
知
（
淘
綾
郡
）
の

五
名
を
選
出
し
た
。

一

方
、

区
部
会
は
、

議
長
に

戸
塚
千
太
郎
、

副
議
長
に

来
栖
壮
兵
衛
を
、

常
置
委
員
に
、

右
二

名
の

ほ
か
、

木
村
利
右
衛
門
・

朝
田
又
七
・

田
辺
郷
左
衛
門
の

三
名
を
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し
た
。

こ

の

よ
う
に

選
出
母
体
は
異
な
っ

た
が
、

郡
部
七
名
、

区

部
五
名
、

計
十
二
名
の

委
員
が
単
一

の

常
置
委
員
会
を
組
織
し
た
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

臨
時
県
会
は
、

若
干
の

前
年
度
追
加
予
算
等
三
件
を
議
決
し

た
ほ
か
は
、

郡
部
会
・

区
部
会
で

審
議
が
進
め
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
常
置
委
員
の

定
数
や
月
手
当
旅
費
支
給
規
則
等
を
議
定
し
、

六
月
十
六
日
、

と
も

に

閉
会
し
た
。
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郡
区
の

経
費
と
負
担
を
め
ぐ
る
対
立
と
、

そ
の

解
決
方
法
を
求
め
て
の

動
き
は
、

こ

こ

で
一

応
の

組
織
的
決
着
を
み
た
と
い

っ

て

よ
い

で

あ
ろ

う
。

し
か
し
、

郡
区
の

負
担
割
合
に
つ

い

て

は
今
後
も
争
わ
れ
る
余
地
が
少
な
く
な
く
、

そ
れ
は
や
が
て

「
商
人
派
と
地
主
派
の

対
立
」
と
し
て

全

国
に

宣
伝
さ
れ
る
ご
と
く
、

長
い

間
、

解
消
で

き
な
か
っ

た
。

四
　

県
会
と
政
府
の

対
立

県
令
公
選
論

郡
区
分
離
の

問
題
が
県
会
の

懸
案
と
な
っ

て
い

た
時
期
は
ま
た
、

自
由
民
権
運
動
が
隆
盛
に

赴
い

た
時
期
で

あ
り
、

そ
の

大
波
は

直
接
に

間
接
に

県
会
を
お
お
い

は
じ
め
て
い

た
。

そ
う
し

た

な
か
で
、

『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
紙
上
で

は
、

県
令
公
選
論
を
は

じ
め
と
し
た
県
政
の

あ
り
か
た
の

変
革
を
求
め
る
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
九
月
二
、

七
、

二

十
四
、

二
十
五
日
、

十
月
十
、

十
二
日
付
に

掲
げ
ら
れ
た
「
地
方
政
府
ノ

改
革
」
と
い

う
社
説
で

は
、

現
今
の

府
知
事
県
令
は
「
官
撰
ナ
ル

ガ
故
ニ

…
知
ラ
ズ
識
ラ
ズ
官
権
ヲ

張
ラ
ン

ト
ス

ル

ノ

傾
キ
ア

リ

」
と
し
、

だ
か
ら
「
今
此
官
撰
法
ヲ

廃
シ

地
方
議
会
ト
地
方
長
官
ト
ニ

連
絡
ヲ

通
ジ
地
方
長
官
ハ

必
ズ
地
方
人
民
中
ヨ

リ
撰
挙
ス

ル

ノ

法
」
と
な
す
べ

き
で

あ
り
、

そ
の

具
体
的
な
方
法
は
、

英
国
流
の

議
員
の

中
か
ら
選
出
す
る
法
が
よ
い

と
主
張
さ
れ
て
い

る
。

ま
た
、

官
民
対
立
の

焦
点
と
も
な
っ

て
い

る
、

県
令
が
県
会
と
意
見
を
異
に

し
た
場
合
は
内
務
卿
の

指
揮
を
仰
ぐ
と
い

う
府
県
会
規
則
第
五
条
の

規
程
を
廃
し
、

県
令
が
直
接
可
否
を
決
定
で

き
る
よ
う
に

す
べ

き
だ
、

と
も
説

い

て
い

る
。

こ

れ
ら
の

点
を
通
じ
て
、

同
社
説
は
、

府
県
自
治
の

確
立
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
。

お
よ
そ
二
年
後
の
こ

と
に
な
る
が
、

県
会
の
一

部
に

も
、

県
令
公
選
を
政
府
に

建
議
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ

た
。

こ

れ
は
橘
樹
郡
の

民
権
家

で

後
に

県
会
議
員
に

も
な
っ

た
添
田
知
義
の

関
係
文
書
に

残
さ

れ
て

い

る
一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
の

「
県
令
公
撰
ノ

建
議
草
稿
」（
資
料
編
11

近
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